






【問合せ】　環境衛生係 　930-2368 　930-2367 【問合せ】　企画調整係 　930-2227 　930-2209

緑区役所で
地元農産物を販売中

ハチの巣は
早期発見・早期駆除を

攻撃性が高いため、専門業者に駆除を依頼することを
おすすめします。ただし、女王バチ1匹で巣作りをしている
期間に巣を発見できれば、最盛期より攻撃性が弱く、比較的
簡単に駆除をすることもできます。

軒下、換気扇、植え込みの樹木、天井裏、戸袋など。巣に近づきすぎ
たり騒いだりしないよう注意しながら点検しましょう。

スズメバチと比べ攻撃性が低く、自分で
駆除することも可能です。
●お椀をひっくり返したような形
●下から見て穴がたくさんある

　自治会は、地域の住民同士の交流
を深め、さまざまな課題を解決し、
みんなで住みよいまちをつくっていく
ための団体です。防犯・防災対策、
災害時の助け合い、子ども・高齢者の
見守り、まちの美化、イベントなどに
参加することで、人やまちとつながれ
ます。
　日々の暮らしからいざというとき
まで、あなたの力になってくれて、あなた
が誰かの力になれる――そんな自治
会に、この春加入してみませんか。

　地産地消を身近に感じられる直売所を、障害者就労施設と連携して
開催しています。
　直売所に並ぶのは、地元の生産者が納品する農産物。じゃがいもや
トマトなどの定番野菜から、アスパラガスレタスやルバーブなどスー
パーマーケットではあまり見かけない珍しい野菜まで、豊富な品揃えが
魅力です。

床下・戸袋の中
（スズメバチのみ）

天井裏・壁の中
（スズメバチのみ）

木の洞の中
（スズメバチのみ）

垣根・
植え込みの中

ハチの巣

うろ

　毎年7～10月にかけて「ハチが巣を作ったけれど、どうしよう」と
いう相談が寄せられます。女王バチが巣を作り始め、働きバチの数
も少ない4～6月ごろに巣を作られやすい場所を点検しましょう。
ハチの巣の駆除方法などについての相談は環境衛生係まで。
（区役所ではハチの巣の駆除は行っていません）

1 巣を作られやすい場所

2 民家にできやすいスズメバチとアシナガバチの巣の見分け方

初期の巣
●こぶし程度の大きさ
●穴が1つあり、そこから
  ハチが出入りしている

7月以降の巣
●ボールのような形
●出入りの穴は1つ

スズメ
バチ

アシナガ
バチ

毎週火・木曜日は
「とれたてみどり直売所」

事業所利用者にとって、お客さま
と直接コミュニケーションをとれる
貴重な場所です。いただく応援の
言葉がやりがいになっています。

▲直売所を運営する
　「NPO法人アルカヌエバ」
　北八朔事業所所長の幸地さん

地域活動係がご案内します。
お気軽にご連絡ください。

自治会に加入したいときは

3月29日(火)にまちのリーダーとして
長年活躍している自治会長が表彰されました

自治会町内会長永年在職者表彰

 山本 啓二さん 東本郷桜自治会
やまもと　  けいじ

小柳 新一さん 谷津田原中央自治会
栗原 義明さん 霧が丘センター自治会
藤野 正義さん 長津田スカイハイツ自治会

こやなぎ　しんいち

くりはら　 よしあき

ふじの　 まさよし

中村 忠治さん 谷津田原ハイツ自治会
有田 弘之さん 後谷自治会
岩柳 朱美さん 十日市場第二住宅自治会

なかむら　ただはる

ありた　ひろゆき

いわやなぎ　あけみ

※役職はいずれも2022年3月31日時点

市長表彰　在職20年

市長感謝　在職10年

緑区長感謝　在職5年

　イラスト:「NPO法人アルカヌエバ」
　　　　　利用者 真帆さん作

横浜市緑区　ハチ 検索

９ページではみどり地場野菜の
直売会も紹介しています

自治会と
つながりましょう

【問合せ】　地域活動係 　
　930-2232 　930-2242

(前列左から)緑区連合自治会長会 会長 井上さん、藤野さん、山本さん、岡田緑区長、小柳さん
(後列左から)中村さん、有田さん、岩柳さん

毎週火・木曜日
10時～15時
（祝休日・年末年始などを除く）
※売り切れ次第終了

緑区役所ピロティ

日時

場所

まほ

こうち

3ページ(横浜市版)でさらに
詳しく自治会を紹介しています

8 2022（令和4）年 5月号 ／ 緑区版

アイコン
について

　日時・日程　　会場　　内容　　講師・出演者　　対象・定員　　コース　　費用・チケット　　持ち物　　保育あり　　申込み　　問合せ先
　電話　　ファクス　　はがき　　郵送　　Eメール　　往復はがき　　Webサイト　　窓口　　先着　　抽選　　申込み不要、当日直接会場へ

i

イベントは変更・中止することがあります。参加する前にWebサイト・問合せ先で確認してください! !

犬の飼い主さんへ 鳴き声、放し飼いなどで近隣トラブルにならないよう、飼い主がルールとマナーを守ることはもちろん、飼い犬のしつけをしっかりしましょう。
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